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障害者自立支援法に関する要望書
　日頃より、障害者施策の推進にご努力いただいていることに対し、厚くお礼申し上げます。
　さて、障害者自立支援法が１０月より完全実施されました。今年４月からの定率（応益）負担制度の実施では、大幅な負担増によって多くの障害者がサービス利用を抑制あるいは断念するといった、あってはならない問題が全国的にうまれています。障害程度区分認定・支給決定では、実態に合わない認定の問題とともに、事務作業の大幅な遅れから、いまだ支給決定できない自治体もあります。新事業体系への移行では、低すぎる報酬単価・日割り単価等によって、事業移行を躊躇するなど、先行きの不安を募らせています。また、地域生活支援事業では、不十分な財源（統合補助金）が事業展開を困難にしており、事業実施・利用料負担等においてあらたな自治体格差の問題もうまれています。
　こうした深刻な実態が日に日に明らかになり、実施されたばかりとはいえ、法・制度の抜本的な改善が求められています。貴省は、去る１０月２３日、同法が問題なく順調に実施されていると「障害者自立支援法の実施状況について」をまとめ発表しましたが、その内容に何ら信憑性がなく、関係者の認識とかけ離れたものであるといわざるをえません。
  いずれにしても、今後さらに様々な問題が浮き彫りになることが予想されるだけに、制度の抜本的な見直しをあらためて要望します。とくに当面、以下のことを早急に検討し、具体化していただくことを要望します。
要　望　事　項
１．自立支援法実施後の影響調査（利用料負担の影響・負担軽減の効果・障害程度区分認定の適　　正化・新支給決定の状況・地域生活支援事業の実施状況・障害福祉計画の作成状況等）を早急に行い、実態に応じた制度改善を行なうこと。
２．定率（応益）負担・自己負担制度を廃止し、障害者の生活実態に合わせた負担制度に改善を　　行なうこと。
３．障害程度区分認定等の仕組みを改め、障害者・児の社会的支援ニーズを的確に把握し、必要　　な支援が行えるような支給決定方式の開発を早急に行なうこと。また、その間の支給決定に関しては、市町村の責任で、十分なケアマネージメント手法を用いた個別の支援計画に基づく支給決定を行なうこと。
４．新規事業体系のサービス内容について、これまでの施設・事業所での支援内容を後退させる　　ことのないよう、支援内容やその成果・実績と問題点の把握を再度行い、「無認可作業所」の解消を含め、新規事業体系の抜本的見直しを行なうこと。また、その事業実施における明確な基準を設け、その基準を円滑に実施できる報酬体系等の財政的裏づけを行なうこと。その間の事業移行に関しては、旧事業のおける支援が後退することのないよう、報酬単価の見直しを行なうこと。
５．地域生活支援事業に係っては、地域間格差を是正できるための、ガイドライン等を国で示すとともに、そのガイドラインに基づく実施に必要な十分な財政措置を行なうこと。
６．障害児への療育支援・家族支援のための方策については、適正な制度のあり方について当事　　者意見を踏まえた慎重な検討を行なうこと。その間の無理な制度移行（事業体系・程度区分認定方式・利用料負担等）については、凍結を行なうこと。
７．障害福祉計画の策定に当たっては、当事者参加の計画策定を行なうよう十分な指導を行なう　　とともに、数値計画等の達成について、市町村が責任を持って進められる条件を整備すること。
８．発達障害・難病・引きこもりの障害など、社会的支援を必要とする対象者に対して、自立支　　援法で位置づけられる支援が適正に受けれるよう対象枠の拡大を図ること。
９．介護保険制度の見直し議論に当たって、障害者支援の特性が十分反映して、支援内容の後退　　につながらないよう、「介護」と「社会的支援」内容の相違点を明確にした議論を行い、適正な制度構築が行なえるよう配慮を行なうこと。
10. 成年後見事業などの障害児者の権利擁護事業の拡充のため、後見人等への公的補助制度の創設などを行うこと。また、成年後見制度の活用に伴う参政権剥奪の問題を関係省庁との調整によって解消すること。
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障害児者・患者の医療制度に関する要望書
  障害者自立支援法が実施に移されました。大幅な負担増の不安から制度利用の断念、あるいは利用回数の抑制など、「定率（応益）負担」制度の導入に伴う予想以上の問題が患者・障害者、家族の生活を直撃しています。とりわけ、いのちと直結した公費負担医療制度（育成医療・更生医療・精神通院）が「自立支援医療」として同法に強引に盛り込まれ、見直されたことは大きな問題になっています。
　また、患者負担増と保険給付範囲の縮小などを内容とする「医療制度改革関連法」が先の国会で強行され、今後の具体的な見直しがどう患者・障害者の医療に影響するのかの不安も広がりつつあります。
　こうした患者・障害者をとりまく福祉・医療制度が大きく変わろうとしている中で、全国の自治体で実施されている「重度心身障害者（児）医療費助成制度」の見直しが相次いでいることも重大です。この制度は、国の制度の医療費自己負担分をカバーする制度として実施されています。国の制度の自己負担額が増大すれば、それはそのまま自治体の財政を圧迫し、結果的に「財政難」を口実とした無料化の廃止、自己負担の増額、所得制限の導入などの見直しに拍車をかけることになります。
  いずれにしても、今後さらに様々な問題が浮き彫りになることが予想されるだけに、制度の抜本的な見直しをあらためて要望します。とくに当面、以下のことを早急に検討し、具体化していただくことを要望します。
要　望　事　項
【自立支援医療】
１．応益（定率）負担のしくみ、食費負担、所得制限を撤回し、負担能力に応じた公平な制度に　　戻してください。
２．自立支援医療（育成医療、更生医療）の適用範囲を拡大してください。とくに先天性疾患児　　の術後の内科的治療にも適用できるようにしてください。また、更生医療については、育成医療同様、「放置すれば将来障害が残ると想定される治療」にも適用し、その場合、身体障害者手帳がなくとも適用できるようにしてください。
３．心臓移植術および心臓移植後の免疫抑制療法を、早急に自立支援医療の対象に含めてください。
４．先天性の重症心疾患で大人になってから再手術を行う場合など、断続的にかなり高額の医療　　費がかかる場合も、高額治療継続者の範囲に含めてください。高額治療継続者の食費負担をなくしてください。
５．自立支援医療（育成医療）については、教育費などの子育て費用を勘案し、負担上限を恒久化するとともに、上限額を軽減してください。また、負担上限額を入院日数に応じて日割りで計算し、入院した時期による患者間の不公平をなくしてください。
６．自立支援医療（更生医療）にも負担上限を設けて、医療費が高額になっても公費の給付ができるようなしくみに改善してください。
【医療保険・その他】
７．70歳未満の医療保険の給付率を見直し、当面、すみやかに８割まで引き上げてください。
８．高額療養費の自己負担限度額を引き下げてください。医療費の多寡による加算分を廃止し、定額にしてください。来年４月からの現物給付化にあたっては、無条件ですべての患者に対して実施してください。
９．保険外併用療養費は、差額ベッドなどの選定療養は縮小する方向で指導を行い、必要な医療については患者が保険外負担をしなくて済むようにしてください。
10. 自治体で行われている重度障害者（児）医療費助成制度、乳幼児医療費助成制度を国の制度とし、国庫補助を行うなどの施策を実施してください。無料化、現物給付の実施を理由にした国民健康保険の国庫負担分の減額措置はやめてください。
11. 診療報酬改定に伴うリハビリの日数制限を撤廃し、個々の患者の必要性に応じて行えるようにしてください。
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障害者施策の改善・拡充を求める要望書
　日頃より、障害者施策の推進にご努力いただいていることに対し、厚くお礼申し上げます。
　さて、障害者自立支援法が１０月より完全実施されました。今年４月からの定率（応益）負担制度の実施では、大幅な負担増によって多くの障害者がサービス利用を抑制あるいは断念するといった、あってはならない問題が全国的にうまれています。
　今回の「定率（応益）負担」制度の導入については、所得の少ない障害者にとって深刻な事態を招きかねない状況にあり、その抜本的な見直しが求められます。と同時に、この問題では国会審議の中でもくり返し指摘され、法案成立の際の「附帯決議」にも所得保障の確立が早急の課題であることが強調されました。　
  つきましては、障害者の所得保障の重要な課題となっている年金制度の改善をあらためて強く要望するとともに、つぎの事項を早急に検討していただき、具体化されるよう要望します。
要望項目（障害年金関係）
１．障害者自立支援法成立にあたっての参議院附帯決議「障害者の所得の確保に係る施策のあり方の検討を速やかに開始し、３年以内にその結論を得ること」について、その進行状況を明らかにしてください。
２．学生・サラリーマンの妻・在日外国人等の無年金障害者に対する救済を早急に行ってください。また、今後無年金障害者を生み出さないためにも、すべての国民に全額国庫負担による最低生活を保障する年金制度を創設してください。
３．特別障害給付金制度の改善・充実を行ってください。とりわけ、支給範囲はすべての無年金障害者を対象とし、施設入所者も除外しないこと、在日外国人にも拡大することを早急に具体化してください。また、支給額は、障害基礎年金と同額にすること。
４．障害基礎年金を生活できる額にまで引き上げてください。支給額の引き下げは絶対に行わないでください。
５．障害者の実態にあった認定基準となるよう認定システムの改善も含めて認定基準・認定要領を抜本的に改めてください。
６．障害年金の「子の加算」は、受給権発生後に生まれた子どもにも加算してください。
７．２０歳前障害者の所得制限を撤廃してください。
８．障害をもちながら働き続けている障害者のために、厚生年金等の若齢老齢年金制度を復活させるなど、退職後に所得が激減しないような方策を講じてください。また、２０歳前障害者が厚生年金加入後に障害が重くなっても、加入前障害として障害厚生年金が支給されない現状を早急に改善してください。また、前発障害に係わる「差引認定」のあり方を検討し、掛け金に応じた年金が支給されるようにしてください。
９．老齢厚生年金あるいは遺族厚生年金と障害基礎年金の併給制度ができたことを、すべての障害年金受給者にわかりやすく周知徹底してください。
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障害者施策の改善・拡充を求める要望書
　日頃より、障害者施策の推進にご努力いただいていることに対し、厚くお礼申し上げます。
　さて、障害者自立支援法が１０月より完全実施されました。今年４月からの定率（応益）負担制度の実施では、大幅な負担増によって多くの障害者がサービス利用を抑制あるいは断念するといった、あってはならない問題が全国的にうまれています。
　今回の「定率（応益）負担」制度の導入については、所得の少ない障害者にとって深刻な事態を招きかねない状況にあり、その抜本的な見直しが求められます。と同時に、この問題では国会審議の中でもくり返し指摘され、法案成立の際の「附帯決議」にも所得保障の確立が早急の課題であることが強調されました。　
  つきましては、障害者の所得保障の重要な課題となっている雇用制度の改善をあらためて強く要望するとともに、つぎの事項を早急に検討していただき、具体化されるよう要望します。
要望項目（障害者雇用関係）
１．障害者自立支援法の施行にあたり、福祉的就労から一般就労への促進としての「訓練等給付　」が提供されようとしていますが、貴省・担当としての今後の具体的な方策について説明してください。とりわけ、地域障害者就労支援事業の推進状況を説明してください。
２．ジョブコーチ支援・トライアル雇用（障害者試行雇用事業）の実施状況を説明してください。    また、それぞれの事業の対象者数等を大幅に増やしてください。
３．「障害者就業・生活支援センター事業」の実施状況を説明してください。また、この事業の設置箇所数を大幅に拡充してください。
４．平成１８年度予算において、ハローワークによる相談・支援体制の充実・強化として、「障害者専門支援員」などの専門的な知識・経験を有する者を配置するとしていますが、その設置状況と具体的な設置効果を説明してください。
５．障害者の雇用の促進等に関する法律に対する要望について
①多様な雇用形態等に対応する障害者の雇用率制度の在り方について調査研究を行うとして、平成１８年度に新規予算が編成されましたが、その調査研究の状況を説明してください。
②法定雇用率を引き上げてください。また、法定雇用率未達成企業に対する指導を強化する法的措置を取ってください。
③精神障害者の雇用義務を明確に位置づけてください。
④雇用納付金制度は、その額を大幅に引き上げてください。少なくとも、納付金が法定雇用率を安易に免除されるような現状をあらためるためにも、最賃法に基づく最低賃金と同額となるよう増額してください。
⑤各種助成金制度は、助成期間の大幅な延長、対象事業所の増設等をすすめてください。また手続きの煩雑さの改善など、事業所にとっても障害者にとっても、利用しやすいものになるよう改善してください。
⑥現に雇用されている障害者の権利が守られる法的措置を設けて下さい。「嘱託採用」「パート採用」等によって、賃金・労働条件が劣悪になっているケースが多いことから、正規職員としての採用にするよう指導を強めてください。
⑦最低賃金法第８条の障害者適用除外規定をなくしてください。
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障害者施策の改善・拡充を求める要望書
  日頃より、障害者施策の推進にご努力いただいていることに対し、厚くお礼申し上げます。
　さて、先の国会で「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が成立しました。従来からの「交通バリアフリー法」と「ハートビル法」が統合される、あらたなバリアフリー新法によって、障害者の社会参加等が保障されるのか、私たちは大きな関心をもって注目しているところです。
　国連では、年内の総会で「障害者権利条約」の採択が予定されており、障害者の人権を保障するさらなる動きが活発化されようとしています。移動・交通、まちづくりは、障害者の自立と社会参加にとって重要であり、権利保障という点でも施策上の具体化が求められています。
　私たちは、「障害者にやさしいまちづくりは、すべての国民にとってもやさしい」という視点にも立って、これまでも関係法制度の見直しを求めてきましたが、バリアフリー新法が従来から指摘してきた諸問題の改善とともに、移動権等の諸権利が保障されるものとなるよう切に願っています。
　つきましては、次の事項を早急に検討いただき、施策の改善・拡充を要望致します。
要望事項（住宅局・道路局関係）
１．「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」成立後の実施状況を説明してください。とりわけ、私どもが長年要望してきた次の事項についての実施状況を説明してください。
①新築だけでなく、既存の建物の改造状況
②歩車道分離の明確化とともに、歩道の段差解消・視覚障害者誘導用ブロック等の正しい設置状況。
③官庁施設とともに、県庁・市役所など公的な施設を障害者が安心して利用できるための関係機関の改造状況。とりわけ点字ブロック、障害者用トイレ、エレベーターなどの設置状況。
④公的施設やスーパー等の駐車場に障害者のための「優先駐車場」の設置状況
２．「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」においては、市町村が国の「基本方針」に基づき「重点整備地区」を定め、基本構想を策定することになっていますが、市町村における策定状況を説明してください。
３．障害者が安心して生活できる公営住宅を大量に建設してください。現在までの建設・入居状況とともに、今後の建設計画等を説明してください。
４．有料道路の割引制度を拡充するよう、関係事業者への指導を強めるとともに、国としての財政支援をおこなってください。また次の事項を早急に実施してください。
①割引の対象を制限するのでなく、精神障害者をはじめすべての障害者と介護者を対象としてください。
②割引は、手帳の提示など、手続きを簡素化してください。
③介護者割引にあたっては、車のナンバーや車種などの制限をしないでください。また小規模作業所をはじめ社会福祉施設の利用者を乗車させた車も割引の対象としてください。
                                                           　　２００６年１１月２７日
国土交通大臣
  冬 柴 鐵 三  殿
                                障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会（略称：障全協）
 　                                                 　　会　　長    吉　本　哲　夫
                                      〒169-0072  東京都新宿区大久保1-1-2
                                                  富士一ビル４階　日本障害者センター内
                                                  TEL03-3207-5937  FAX03-3207-5938
障害者施策の改善・拡充を求める要望書
  日頃より、障害者施策の推進にご努力いただいていることに対し、厚くお礼申し上げます。
　さて、先の国会で「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」が成立しました。従来からの「交通バリアフリー法」と「ハートビル法」が統合される、あらたなバリアフリー新法によって、障害者の社会参加等が保障されるのか、私たちは大きな関心をもって注目しているところです。
　国連では、年内の総会で「障害者権利条約」の採択が予定されており、障害者の人権を保障するさらなる動きが活発化されようとしています。移動・交通、まちづくりは、障害者の自立と社会参加にとって重要であり、権利保障という点でも施策上の具体化が求められています。
　私たちは、「障害者にやさしいまちづくりは、すべての国民にとってもやさしい」という視点にも立って、これまでも関係法制度の見直しを求めてきましたが、バリアフリー新法が従来から指摘してきた諸問題の改善とともに、移動権等の諸権利が保障されるものとなるよう切に願っています。
　つきましては、次の事項を早急に検討いただき、施策の改善・拡充を要望致します。
要望事項（鉄道局等関係）
１．「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」成立後の交通バリアフリー化の実施状況を説明してください。とりわけ、次の事項の状況を報告してください。
①知的障害者・精神障害者に対する配慮
②公共交通機関における施設・設備・車両のバリアフリー化の状況
③既存の施設・設備・車両に対するバリアフリー化の状況
④エレベーターの設置状況
⑤視覚障害者の駅ホームからの転落事故に対する事故防止のための安全対策
２．鉄道死傷事故の防止策を強力に推進してください。
①障害者事故の実態を把握するとともに、再発防止のための方策を明確に示してください。
②鉄道死傷事故に有効な可動式ホーム柵の設置を推進してください。既存路線等、可動式ホーム柵の設置が困難な場合には、当面、転落検知マットや非常停止ボタンの設置、避難場所の設定等を推進してださい。
③乗務員及びホーム要員を削減しないよう、強く事業者を指導してください。
３．公営バス・民営バスの利用にあたり、ノンステップバスの導入をすすめるよう指導を強めてください。また国からの財政支援も十分におこなってください。
４．交通運賃割引制度を拡充するよう、ＪＲ・民間鉄道事業者の指導を強めるとともに、国としての財政支援をおこなってください。とくに次の項目を早急に実施するようにしてください。
①制度から除外されている精神障害・てんかん・難病などの患者・障害者を割引の対象にしてください。
②１〇〇キロ制限を早急に撤廃するとともに、特急・寝台料金も割引の対象としてください。
③航空運賃の割引制度を改善するよう国としての指導を強めてください。とりわけ、障害者に対する割引率を五割に引き上げるとともに、１２歳未満の障害児を介護する者にも割引を適用するよう指導してください。
④ＪＲの指定券を旅行事業者の窓口でも購入できるようにしてください。
                                                           　　２００６年１１月２７日
総務大臣
  菅　義偉  殿
                                障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会（略称：障全協）
 　                                                 　　会　　長    吉　本　哲　夫
                                      〒169-0072  東京都新宿区大久保1-1-2
                                                  富士一ビル４階　日本障害者センター内
                                                  TEL03-3207-5937  FAX03-3207-5938
障害者施策の改善・拡充を求める要望書
  日頃より、障害者施策の推進にご努力いただいていることに対し、厚くお礼申し上げます。
　さて、障害者の人権を保障する国際的な大きな流れは、１９８１年の国際障害者年以降の四半世紀を経て、今日「国連・障害者権利条約」として結実されようとしています。私たちは、障害者の権利保障が現実の施策の上で具体化されるためには、「生きる権利」「学ぶ権利」「働く権利」そして「政治参加の権利」など、障害者が生活するあらゆる場面での実態と問題、その改善が必要であると考えます。
　とりわけ、「政治参加の権利」（参政権）の保障は、障害者が社会に参加する上での前提であり、大変重要な課題であるといえます。しかし、立ち会い演説会の廃止、点字広報の不発行など情報提供の不十分さをはじめ、投票所のバリアフリー化の不整備、成年後見制度の活用に伴う参政権の剥奪など、障害者の参政権保障においてはさまざまな解決しなければならない問題があります。
私たち障害者と家族は、人権保障の国際的な動向をふまえ、わが国の障害者施策が大きく改善され、真に権利保障・ノーマライゼーションの理念を具体化した諸施策が展開されることを切実に願っています。
　つきましては、次の事項を早急に検討いただき、施策の改善・拡充を要望致します。
要望事項（選挙等関係）
１．「ＡＬＳ患者投票権裁判」判決やその後の法改正での国会の附帯決議で指摘された「投票所に行けない問題」「投票方法の改善」などを積極的に受けとめ、「巡回投票」「投票方法の選択制」等の抜本的改善をすすめてください。
２．車椅子や体の不自由な人のため、段差解消など投票所のバリアフリー化と投票記載台などを改善し、障害をもつ人が投票しやすくしてください。
３．すべての政見放送に手話通訳・文字情報をつけてください。ＦＡＸやメールでの情報交換等を自由にしてください。候補者の手話通訳は、候補者が費用を負担する「運動員」としてではなく、公費で保障してください。
４．視覚障害者が要望している点字等広報の発行、最高裁裁判官国民審査の投票用紙の改善をしてください。また、点字の投票用紙に選挙名を記入することを全選挙管理委員会に徹底してください。
５．成年後見制度の活用に伴う選挙権の剥奪を即刻改めてください。この問題は、法務省（民法規程）と成年後見制度の活用を推進している厚生労働省、そして総務省（公職選挙法第１１条）がそれぞれ絡んでおり、問題解決の方向性が不明のままになっています。総務省として、「成年被後見人」の選挙権剥奪の状態を改善するとともに、関係省庁との調整をすすめてください。
                                                        　　　　２００６年１１月２７日
文部科学大臣
  伊 吹 文 明  殿
                                障害者の生活と権利を守る全国連絡協議会（略称：障全協）
                                                 　　　 会　　長    吉　本　哲　夫
                                      〒169-0072  東京都新宿区大久保1-1-2
                                                  富士一ビル４階　日本障害者センター内
                                                  TEL03-3207-5937  FAX03-3207-5938
障害者施策の改善・拡充を求める要望書
  日頃より、障害者施策の推進にご努力いただいていることに対し、厚くお礼申し上げます。
　先の通常国会で、学校教育法等一部「改正」法が成立しました。通常学校における特別な教育、特別支援学校のセンター的機能や複数以上の障害種別への対応など、学校に対する新たな機能が付与されました。しかし、標準法などにおける教職員配置などが制度化されない中で、ゆきとどいた教育の前進は困難が余儀なくされると共に、障害児教育を大きく後退させる可能性さえ持っていると危惧しています。
　つきましては、次の事項を早急に検討いただき、施策の改善・拡充を要望致します。
要望事項（障害児教育関係）
１．マンモス養護学校を解消し、地域に根ざした小規模な養護学校の配置など、「特別支援教育」に対応する抜本的な障害児教育整備方針を文部科学省として作成し、都道府県支援の計画を策定してください。
２．障害児教育の専門性を後退させないために、障害種別を超えた特別支援学校において教育部門を設ける場合の国としての援助のあり方を具体的に示してください。
３．新たな制度に対応する学習指導要領改定は、これまでの障害児教育の実践的到達点をふまえたものとし、障害に応じた専門性を十分に位置づけてください。
４．各地で「企業就労１００％をめざす要綱学校高等部」の動きが広がっていますが、学習指導要領改定では障害児の高等部教育が過度に職業教育偏重の教育課程とならぬよう、憲法・教育基本法に基づき「人格の完成」を目指すものにしてください。
５．特別支援学校高等部の対象生徒に、ＬＤ，ＡＤＨＤなどの子どもたちを加えてください。必要に応じて小・中学部にも在籍できるようにしてください。
６．医療的ケアを必要とする子どもたちが在籍するすべての特別支援学校で、看護師などの適正配置がすすむよう、文部科学省としての整備計画を示してください。
７．子どもたちの障害実態に応じた寄宿舎生活ができるよう、障害種別を超えた特別支援学校の寄宿舎における指導員配置の特例を定めてください。
８．国会答弁をふまえ、障害種別の特別支援学級編制、通級指導における障害種別の専門性保障などの原則についての通達を出してください。
９．子どもの障害・発達の実態に応じた適切な教育が保障される修学指導を促進してください。学習する権利を保障するにふさわしい教育条件整備がないままに、「インクルーシブ教育」の名のもとに通常学級への認定就学が促進されぬよう、文部科学省の姿勢を通知等で明確にしてください。

